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専決第６号 和解について 

 



報告第１号 

 

   市長の専決処分事項報告について 

 

下記事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の 

規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和５年５月１８日 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎 

 

                 記 

 専決第６号 和解について 
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専決第６号 

 

専 決 処 分 書 

 

下記事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項 

の規定により、専決処分する。 

  令和５年４月１９日 

 

                      矢板市長 齋 藤 淳一郎 

 

                  記 

   和解について 

 令和５年２月１６日、栃木県矢板市扇町二丁目１番１号の駐車場において発生し

た車両事故について、次のとおり和解する。 

１ 和解の条件  相手方が市の損害額を全額負担し、今後この事故に関していか 

        なる事情が生じても、双方決して異議を申し立てない。 

２ 相 手 方  栃木県矢板市  
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